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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作業機を構成する作業機フレームと、下端部にチゼルをもち、上端部が前記作業機フレ
ームに対して取付けられているビームと、このビームに対して金属製のブラケット板を介
して取付けられている掘削反転ボードユニットと、この掘削反転ボードユニットに並列的
に配置されているボトムユニットとを備えたサブソイリングディガ－プラウ作業機におい
て、
　前記掘削反転ボードユニットは、チゼル表面に連続して形成された掘削曲面部とこの掘
削曲面部の上部位置に形成された反転曲面部とをもつ掘削反転板を有し、
　前記掘削反転板は、上端部、中間部及び下端部から成り、
　前記中間部は、弧を描いて上方へと延びて前記掘削曲面部を形成し、
　前記上端部は、前記ブラケット板の最上端部及び前記ボトムユニットの上端より上に延
びて掘削土の圃場表面への排出を促すための排出曲面を形成し、さらに、排出曲面に沿っ
て上昇する掘削土を作業進行方向の側方に放擲するために、作業進行方向に対して側面側
に向かって捩りが与えられて前記反転曲面部が形成されており、
　前記掘削反転板は、その裏面に前記金属製のブラケット板が密着して取り付けられ、こ
のブラケット板は、対となった取り付け片を複数組有し、この対となった取り付け片を前
記ビーム両側から挟む状態としてビームに取り付けられており、
　前記ボトムユニットは、前記掘削反転板の中間部位置における隣合わせ位置に取り付け
られ、発土板と発土板の下端縁に沿うシェヤを有するとともに、前記ビームに沿って上下
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方向に移動してビームに固定させることができ、前記ボトムユニットの最下端部が、前記
掘削反転板の掘削曲面部の上下方向の範囲内の選択した高さに位置するように構成されて
おり、
　前記発土板の反転方向は、前記掘削反転板の反転曲面部と同一方向に形成されており、
前記発土板の反転曲面部は、前記掘削反転板の曲面に連続して形成されていることを特徴
とするサブソイリングディガ－プラウ作業機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、サブソイリングディガ－プラウ作業機に関し、さらに詳しくは、心土の掘り起
こしと、作土層の反転作業を同時的に行うことができるようにしたサブソイリングディガ
－プラウ作業機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
周知にように、わが国高温多雨地帯に属するため、農業生産の基盤となる圃場は余剰水分
の処理が重要であって、圃場の環境を改善するためには土壌の排水を図るばかりでなく、
土壌を乾燥させることが必要である。
そのために、欧米の機械化された農業に採用されているボトムプラウ作業機を用いた反転
耕法がわが国でも採用されているが、元来集約農業であるわが国の農業ではその普及が遅
々として進まないのが現状である。
特に、本州以南では亜熱帯に近い気候であるので土壌の乾燥の促進を図る上で反転耕法を
採用すべきであるが、本州の多くの農家の営農規模は北海道のそれに比較して小さく、ボ
トムプラウ作業機は普及するに至っていないのである。
【０００３】
また、圃場土壌の排水を促進する作業機としてサブソイラ作業機が採用されている。これ
は土壌中にスリット状の深い溝を形成して硬化層や心土層の一部を破砕し、このスリット
状の空間に圃場の余剰水を硬化層以下の心土層中に導くようにしたものである。
ところが、サブソイラ作業機は圃場の土中にスリット状の空間を形成するだけで、いわば
、部分深耕の一つではあるが、耕起機能はもたないために圃場表面の乾燥は図ることがで
きるが、圃場の表土下の深い位置での土壌を積極的に乾燥させる機能は持ち合わせていな
い。
また、先に本願出願人が提案した数々の掘削作業機、サブソイルディガープラウ作業機は
掘削爪を１つのユニットとしてこれを作業機フレームに取付けて圃場に対して掘削、耕耘
するようにしたものである。
具体的には、特開平９－３２２６０１号公報や、特開２０００－２７０６０２号公報を挙
げることができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述の先行技術に係る作業機は、何れも作業機を構成する作業機フレームに前記耕耘爪ユ
ニットが作業進行方向に向って横一列の配列構成になったものである。これらの作業機で
も圃場土壌の排水、乾燥を促す上では大変有効であるが、掘削反転刃を深い位置に潜り込
ませての作業のため作業牽引抵抗が大きく、わが国の殆どの農家で使用されているトラク
タではその作業を行うことができない。敢えて作業を行うとすれば掘削反転爪ユニットの
数を単数にした作業機が使用できるに留まっている。これでは圃場区画の拡大により大規
模化された農業経営には適さない。
【０００５】
また、大規模化傾向にある圃場を能率よく乾燥させるには大型化された作業機が必要であ
るが、わが国農業の特殊性を考えると、やはり小型のトラクタに適用できる作業機の必要
性はかなり高いものがある。
言い換えると、作物生育上圃場環境を整える作業を能率よく行うことを考えると大型化さ
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れた作業機や、トラクタが必要であるが、わが国農業の特殊性を考慮すると、比較的小型
のトラクタにより使用できる作業機でないと普及が困難であり、両者の関係は二律背反の
関係にある。
また、前記作業機は心土の掘起作業には適しているが、圃場表面に存在する夾雑物、たと
えば、雑草や収穫後の切り株などの埋没作業を行うには適していない。
【０００６】
そこで、本発明は通気性、透排水性が悪く、栄養分が少ない疲弊気味の心土を圃場表面に
耕起し、さらに、作土層を耕起反転することで圃場表面に散在する夾雑物を埋没させて、
有機物の循環利用を図ることができるようにしたものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上述のような課題を解決するために、本発明は先ず、作業機を構成する作業機フレームに
掘削反転放擲爪を取付けて構成したサブソイリングディガ－プラウ作業機において、下端
部にチゼルをもち、上端部が作業機フレームに対して取付けられているビームと、このビ
ームに対して取付けられている掘削反転ボードユニットと、この掘削反転ボードユニット
に並列的に配置されているボトムユニットとを備え、前記掘削反転ボードユニットは少な
くともチゼル表面に連続した掘削曲面部と、この掘削曲面部の上部位置に形成された反転
曲面部とをもち、この反転曲面部は作業進行方向に対して、その側方に向かって捩りが与
えられて形成され、前記ボトムユニットは少なくとも発土板部をもち、この発土板部の反
転方向は前記掘削反転ボードユニットの反転曲面部と同一方向で、前記掘削反転ボードユ
ニットに対する高さ方向の位置は、その最下端部が前掘削曲面部の範囲内に位置している
構成としたことを特徴とするものである。
【０００８】
これにより、疲弊気味の心土を圃場表面に耕起して再生するとともに、作土層を耕起反転
して圃場表面に散在する夾雑物を埋没させることで、有機物の循環利用と、心土の再生を
図ることができる。
【０００９】
また、前記掘削反転ボードユニットは作業表面側に掘削反転板をもち、その裏面に金属製
のブラケット板をもち、このブラケット板がビームに対してボルトなどにより取り付けら
れている構成としたから組み立てる上での作業が容易になり、さらには、摩耗などに伴い
掘削反転ボードユニットの交換作業にも便利である。
【００１０】
また、前記ボトムユニットは発土板の下端縁に沿ってシェヤを取付けて構成したことを特
徴とするものであるから作土層の反転を確実に行うことができ、有機物の有効利用を図る
ことができる。
【００１１】
また、前記ボトムユニットは前記掘削反転ボードユニットのビームに沿って上下方向に移
動して固定させることができるように構成したことを特徴とするものであるから、作土層
に合わせた耕深を選択することができる。
【００１２】
また、前記ボトムユニットの掘削反転板の曲面に連続して、ボトムユニットの反転曲面を
形成したから反転れき土の移動が円滑で確実に反転作業を行うことができる。
【００１３】
また、前記掘削反転ボードユニットは土の反転側の側面位置に排土板ユニット備え、この
排土板ユニットはビームに対して取付けて構成したことを特徴とするものであるから、圃
場表面に排出された土を圃場表面の広い範囲に拡散させることができ心土の再生に寄与す
ることができる。
【００１４】
また、排土板ユニットは前記掘削反転ボードユニットのビームに沿って上下方向に移動し
て固定させることができるように構成したことを特徴とするものであるから、圃場表面の
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広域に亘って排出土を拡げることができる上に、拡げる土の量（厚さ）を任意に選択する
ことができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について添付した図１ないし、図１１に沿って説明する。これ
らの図において符号１００は本発明に係るサソイリングディガープラウ作業機全体（以下
、作業機と略称する）を示し、この作業機１００は作業幅方向に沿って長い作業機フレー
ム１１と、この作業機フレーム１０の作業幅方向の中央位置に立設されているセンターマ
スト１１、さらに、このセンターマスト１１の両脇にあってセンターマストとは逆に下方
に伸びるロアアーム１２が設けてあり、ロアアーム１２の先端部にはトラクタのもつロア
リンクＬのヒッチピン１２Ａが取り付けてある。
【００１６】
前記センターマスト１１の先端部１３Ｂにはボルト１３Ａによりトラクタのもつアッパリ
ンクＵをヒッチするためのヒッチ座１３が枢着されていて、このヒッチ座１３は前記ボル
ト１３Ａを中心とした回転を止めるボルト孔をもち、前記センターマスト１１の先端部１
３Ｂに穿ってあるボルト孔１３Ｘ、１３Ｙの何れかを選択して先端部１３Ｂに対するヒッ
チ座１３の姿勢を固定できるようになっている。これはアッパリンクのヒッチ点を選択す
るためであって、作業条件や、作業機の圃場間移動の場合に使用される。
【００１７】
そして、前記作業機フレーム１０にはこれから説明する掘削反転ボードユニット２０を取
付けるための取付け座アーム１５が取付けられており、この取付け座アーム１５は前記作
業機フレーム１０に対して締着されているフランジ１６から延びている。このフランジ１
６は作業機フレーム１１の外周のうち半周を囲む形状で「く」型をしたもので、このフラ
ンジ１６に対して前記取付け座アーム１５が作業進行方向の後方に向かって延びた板状の
もので形成されている。このフランジに対して作業機フレーム１１の残る半周分を囲む「
く」型のボルト１７によりその両端部がフランジ１６を貫き、作業機フレーム１０の周囲
を略半周しているフランジをナットで締めることで締着されて取付けられている。
【００１８】
この取付け座アーム１５はセンターマスト１１を中心として作業幅方向の左右に一つづつ
設けてあり、言い換えると、２本の掘削反転ボードユニット２０を装備することができる
ようになっている。いわゆる２本爪装備の作業機である。
前記取付け座アーム１５の端部が取付け座アーム１５Ａになっており上下に穿ったボルト
１５Ｂにより掘削反転ボードユニット２０を構成するビーム２１の上端部２１Ｕを取付け
得るようになっている。
【００１９】
このビーム２１はその上端部２１Ｕの前縁（作業進行方向の前側の縁）は側面視上直線状
であり、この前縁に連続して中間部２１Ｃと作業進行方向に突き出した下端部２１Ｓとの
間を結んで弧を描いた曲線状になっている。その下端部２１Ｓにはベッド２２Ａを介して
チゼル２２が取付けられて、掘削作業時に先頭位置となって掘削作業を行うようになって
いる。
【００２０】
このビーム２１には前記上端部２１Ｕ、中間部２１Ｃの前縁に沿った形状の弧を描いた板
状のブラケット板２３が取付けられるのであって、このブラケット板２３の裏側には適当
な間隔で取付けられている一対の取付け板片２３Ａ、２３Ａが複数組あり、これらの取付
け板片２３Ａがビーム２１を両側面側から挟む状態におかれてビーム２１にボルトにより
取付けられている。このブラケット板２３は金属板などで形成されたもので、後に説明す
る掘削反転板を補強する機能と、ビーム２１に対する取付けを容易にする機能をもってい
て、さらに、ブラケット板２３はビーム２１の上端部２１Ｕ近くまでせり上がって延びた
形状になっており、掘削反転板２５のもつ曲面に沿った形状になっている。
【００２１】
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さらに詳しくは、ブラケット板２３にはその裏面に適当な間隔で数組の取付け板片２３Ａ
、２３Ａがビーム２１を挟むことができる間隔を保って溶接などにより固定されていて、
この一対の取付け板片２３Ａ、２３Ａは板片が並列配置されたものほか、断面形状がＬ型
形状で一辺がブラケット板２３の裏側に、他の一辺がビーム２１の片面に宛がわれてボル
トなどにより、あるいは逆Ｕ字型の取付け板片を用いてブラケット板２３をビーム２１に
取付けることができる。
【００２２】
このブラケット板２３には、その作業進行方向前面に沿って掘削反転板２５が密着した状
態で取付けられていて、掘削反転板２５の裏側から補強している。また、掘削反転板２５
の下端部２５Ｓは前記チゼル２２の表面と段差なく連続した曲面で連続しており、中間部
２５Ｃは弧を描いて上方へと延びて掘削曲面２５Ｋを形成している。さらに、その上端部
２５Ｕはブラケット板２３の最上端部より上に延びて掘削土の圃場表面への排出を促すた
めの排出曲面２５Ｙを形成している。さらに、排出曲面に沿って上昇する掘削土を作業進
行方向の側方に放擲するために、この掘削反転板２５の上端部２５Ｕは前記ブラケット板
２３と共に、あるいは掘削反転板２５の上端部２５Ｕのみに、作業進行方向に向かって左
右方向の何れかに向かって次第に捩れが与えられて反転曲面部２５Ｘが形成されている。
この反転曲面部２５Ｘは前記ブラケット板２３にも形成されているが、ブラケット板２３
より掘削反転板２５の方が高さが高いので、言い換えると、下端部からの長さが長いので
、捻りの状態は掘削反転板２５の方が大きく捻られている形になっている。
【００２３】
この掘削反転板２５には圃場の土の付着が少なく、作業抵抗が小さい上に、摩擦による摩
耗が少ないプラスチックス製、たとえば、プロピレンや、ナイロンなどの樹脂が使用され
る。また、この掘削反転板２５は前記プラスチックスのほか、土の性質によってはステン
レス製、スチール製の方が土の付着が少ないことがあるので、使用される圃場の土質に合
わせてその材質が選択される。このとき、ブラケット板２３と同一金属製が使用される場
合には、ブラケット板２３そのものを掘削反転爪として使用することがある。言い換える
と、をブラケット板２３を掘削反転板２５と兼用させることもできる。
【００２４】
さらに、この掘削反転板２５の上下方向の中間部位置２５Ｃにおける隣合わせ位置には、
ビーム２１に対してボトムユニット３０が取付けられていて、このボトムユニット３０は
シェヤ３１と、反転機能をもっている発土板３２、さらには、これらを支えるベッド３３
によって構成されている。このベッド３３はシェヤ３１に裏側に位置する前部ベッド部３
３Ａと、シェヤのないものにあっては発土板３２の下縁に沿って延びる前部ベッド部３３
Ａとその前縁部が鋭角で交わり、後端部は作業進行方向の後方へと延びる側面ベッド部３
３Ｂ、さらには、発土板３２の背面に位置する受圧板３３Ｃによって構成されている。
この側面ベッド部３３Ｂはボトムプラウにおけるランドサイドに似た形状と機能を持った
もので、この側面ベッド部３３Ｂに穿ったボルト孔に対応して前記ビーム２１にもボルト
孔２１Ｎが複数個上下に並んで穿たれている。ボトムユニット３０が作業中に姿勢が安定
しない場合には、ビーム２１に進行方向に沿ってもボルト孔２１Ｎを設けることで固定箇
所を複数にする。
【００２５】
上下方向に沿って並んだボルト孔２１Ｎ、２１Ｎ、・・・の中から一組を選択してボトム
ユニット３０の側面ベッド３３Ｂに穿ったボルト孔３３Ｎ、３３Ｎを合わせてビーム２１
に対してボルト取付けする。このとき、取付け位置を選択することでボトムユニット３０
の作業深さを任意に選択することができる。このボトムユニット３０の取付け位置は前記
掘削反転板２５の反転曲面部２５Ｘの反転側に取付けられる。
【００２６】
また、掘削反転板２５の両側にボトムユニット３０を配置し取付けることで掘削反転ボー
ドユニット２０を中心とした両側の作土層の反転を一方向のみならず両方向に行うことが
できる。この実施形態は図５に正面図として示すところであって、右反転、左反転の各ボ



(6) JP 4064807 B2 2008.3.19

10

20

30

40

50

トムユニット３０Ｌ、Ｒが掘削反転板２５の左右に配置されていて、この場合、掘削反転
板２５は掘削幅の狭い掘削反転爪が使用されて、その上端部における反転機能は必要がな
く、反転曲面部２５Ｘは省略されている。
【００２７】
また、左右方向に反転機能を与えるべくボトムユニット３０をビーム２１に対して固定す
るには左右のボトム部が備える側面ベッド部３３Ｂ、３３Ｂをビーム２１を挟んでその左
右に位置させて互いにボルトなどにより取付ける。
【００２８】
次に、本発明によるプラソイリングディガープラウ作業機１００を用いた作業について説
明する。先ず、作業機１００はトラクタに３点リンク機構により装着されて作業に供され
るものであって、実際の作業機軌跡は、図３に示すように、掘削反転板２５による掘削作
用により深い掘削溝Ｇが形成されるとともに、これと隣合って作土層を作業対象とした浅
い反転溝ｇがボトムユニット３０による耕起反転作用により形成される。
言い換えると、深い溝Ｇは掘削反転板２５によって掘削反転させられることで形成され、
このとき、心土は掘削曲面部２５Ｋにより掘削されるとともに、上端部２５Ｕに向かって
排出方向に移動させられ、上端部２５Ｕに形成してある反転曲面部２５Ｘにより側方へ掘
削土が反転させられる。浅い溝ｇは作土層部分をボトムユニット３０のシェヤ３１が掘削
して、さらには発土板３２により反転して、隣り合った圃場表面へ放擲することで形成さ
れる。
【００２９】
このとき、圃場表面に雑草や、切り株などの夾雑物が存在していると、ボトムユニット３
０のもつ反転作用により、れき土反転により夾雑物などを反転土の下側に確実に埋没させ
ることができる。
さらに、掘削反転板２５により深い溝Ｇが形成されるとともに、掘削された土は作土層の
上面に放擲され、この放擲作用と共に、作土層はボトムユニット３０により反転されるの
で、栄養分の少ない心土と、過剰施肥や、永年施肥による残存肥料を含む作土とが混合さ
れて心土の再生をも図ることができる。
【００３０】
また、掘削反転板２５が比較的細い形状のもので反転曲面部２５Ｘが存在しないものの場
合には掘削反転板２５の両側にボトムユニット３０が装備されている作業機にあっては、
左右何れかに放擲される心土がボトムユニット３０Ｒ、３０Ｌにより反転される。
【００３１】
また、ボトムユニット３０はビーム２１に沿ってその取付け位置を上下方向に移動させて
掘削深さを選択自在にしてあるので、圃場構造に合わせて、たとえば、圃場に存在する夾
雑物の量に合わせて反転深さを選択することができる。
図８には、ビーム２１に穿ってあるボルト孔２１Ｎ群のうち、適当な高さに存在するボル
ト孔２１Ｎを選択してその位置にボトムユニット３０を取り付ける。これにより、ボトム
ユニットによる掘削深さなどを圃場の状況に合わせて選択することができる。
【００３２】
以上の説明では、ボトムユニット３０においてシェア３１を設けたものを説明したが、ボ
トムユニットが作土層の比較的浅い部分を掘削するような場合には、掘削負荷が比較的小
さいので、発土板３２の下縁部をシェヤと兼用してもよい。言い換えると、発土板３２の
下縁部がシェヤ形状をもたせるだけでも掘削機能を期待することができる。
【００３３】
また、図７と図８、図９、図１０に示すように、掘削反転ボードユニット２０を構成して
いるビーム２１に対して、ボトムユニット３０を取り付けた構成では、掘削反転ボードユ
ニット２０による掘削反転作用に続いてボトムユニットによる反転、掘削作用により浅い
反転ｇ溝を確実に形成して掘削されたれき土を確実に反転させることができる。ボトムユ
ニットによる耕深が深いものになると、反転時の負荷が大きくなるので、図１１に示すよ
うに、側面ベッド部３３を高さ方向に高い寸法にして、ビームとの固定面積を大きくする
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ことで作業負荷に耐えることものする。この場合も、ボトムユニット３０の反転方向と掘
削反転ボードユニット２０との反転方向を同一方向に定める。
【００３４】
また、図１２に示すものは、前記掘削反転ボードユニット２０とボトムユニット３０とを
さらに一体化したもので、掘削反転ボードユニット２０を構成する掘削反転板２５の反転
曲面部２５Ｘと、ボトムユニット３０の発土板３１の反転曲面とを連続的な曲面として、
掘削反転ボードユニット２０による掘削反転土が移動するに際して、その土がボトムユニ
ット３０の発土板３１の反転曲面に連続して引き継がれて確実に作業進行方向の側方に放
擲できる。
【００３５】
また、図１３、図１４に示すものは、ボトムユニットがいわゆるモールドプラウにおける
モールドボードから変形したもので、図１３においては、ボトムユニット３０が片側にの
み装備されたものに近く、図１４に示すものは、ボトムユニットが左右両側に装備された
ものに対応している。この場合、掘削反転ユニット２０を越えて一方向に反転させるよう
にしたものを示してあるが、掘削反転ボードユニット２０を中心に両側に反転させるよう
にすることも可能である。
【００３６】
この実施態様においては、ブラケット板２３とビーム２１との取付け構造については前記
実施態様と同様であるので説明は省略する。また、ブラケット２３はボトムユニット３０
における発土板３１の裏面にもあって発土板３１の補強機能が与えられている。発土板３
１の表面にプラスチックス製の板材を固定して土との摩擦の減少を図り、さらには土の付
着を防止するようにすることができる。材質的には掘削反転板２５と同様な材質であれば
好ましい。
【００３７】
以上の説明では掘削反転ボードユニット２０の両側にボトムユニット３０を位置させて深
い掘削溝Ｇに隣り合わせに浅い反転溝ｇを形成するものを説明した。そこで、これをさら
に発展させた本発明の実施態様についてその作業機１００を説明する。先ず、掘削反転ボ
ードユニット２０の左右の何れかの片側、あるいは、両側に均平機能を併せもつ排土板ユ
ニット４０を位置させて構成することが可能である。この排土板ユニット４０は圃場表面
を作業移動により掘削する機能の他、圃場の表面に存在するれき土を均す機能を併せもち
、さらに、集めた土を側方に移動させたりさせたりできる機能をもっていて、圃場表面を
平らにする機能をもつものである。その構成は、図１３、図１４、図１５、図１６に示す
ように板状の排土基板４１と、その下端縁に形成した掘削刃４２、さらには排土基板４１
の裏側に取り付けたブラケット４３をもっていて、このブラケット４３は平面視上Ｌ型を
していて、前記排土基板４１の裏側に取り付ける部分４３Ａと、前記ビーム２１に取り付
けるフランジ部４３Ｂを形成してあり、それぞれにボルト孔４３Ｘが穿けてある。
【００３８】
前記排土基板４１の前面４１Ａは作業進行方向に向かって高さ方向の中央部が窪んだ形状
で、圃場表面の土を掘削した場合の土を収容できるようになっている。この曲面はさほど
重要ではなく、前面４１Ａは直立に近い状態で立ち上がっているものや、上端縁が進行方
向の後ろ側に傾斜したもの（図１２における仮想線図示部分）であってもよい。この場合
、ブラケット４３の取り付ける部分４３Ａとフランジ部４３Ｂとの交わる角度を鋭角にす
る。
【００３９】
さらに、排土板ユニット４０を前記ビーム２１に取り付けた場合に、排土基板４１の反ビ
ーム側、言い換えると、作業幅方向の外側の縁４１Ｘが後方に傾斜した姿勢になっている
。したがって、掘削反転ボードユニット２０により掘削排土された土が前記排土板ユニッ
ト４０により適当な厚さで広く拡散される。
したがって、心土を圃場表面に広く拡げることで心土再生を促進させることができ、前記
排土板ユニット４０の圃場表面に対する高さを選択調整することで心土の拡散範囲の選択
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をすることが可能になる。
【００４０】
前記排土板ユニット４０を前記ビーム２１に取り付けるには、ブラケット４３におけるフ
ランジ部４３Ｂをビーム２１のボルト孔２１Ｎを選択してボルト取り付けすることで行わ
れる。このとき、高さ方向に配列してある前記ボルト孔２１Ｎの中から高さを選択するこ
とで排土板ユニット４０自体の対圃場表面の高さを選択することができる。
【００４１】
この排土板ユニット４０の高さ位置調節は、前記実施態様においてボトムユニット３０の
、同様に行うことができ、ビーム２１に対する取り付け位置の選択により掘削深さ、ある
いはれき土の寄せ集め量を選択することができる。例えば、圃場表面に存在するれき土を
薄く広げる場合には、前記排土板ユニット４０と圃場表面との間を少なくすることで薄い
拡散層を形成する。
また、排土基板４１による掘削深さを深くすることで表面を掘削しながら、表面のれき土
を集めて側方に移動させることができる。
【００４２】
以上は掘削反転ボードユニット２０の片側のみに排土板ユニット４０を取り付けたものを
説明したが、掘削反転ボードユニット２０の両側に排土板ユニット４０を取り付けて構成
することができる。この場合、掘削反転ボードユニット２０による掘削排出土が作業進行
方向の片側に排出されることから、掘削排出土が排出されない片側の排土板ユニット４０
は機能しないことになるが、複数の掘削反転ボードユニット２０を取り付けて構成した作
業機にあっては、隣り合わせた掘削反転ボードユニット２０による掘削排出土を圃場表面
に広く拡散する場合に有効である。
【００４３】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明の作業機によれば、本発明は先ず、作業機を構成
する作業機フレームに複数の掘削反転放擲爪を取付けて構成したサブソイリングディガ－
プラウ作業機において、下端部にチゼルをもち、上端部が作業機フレームに対して取付け
られているビームと、このビームに対して取付けられている掘削反転ボードユニットと、
この掘削反転ボードユニットに並列的に配置されているボトムユニットとを備え、前記掘
削反転ボードユニットは少なくともチゼル表面に連続した掘削曲面部と、この掘削曲面部
の上部位置に形成された反転曲面部とをもち、この反転曲面部は作業進行方向に対して側
面側に向かって捩りが与えられて形成され、前記ボトムユニットは少なくとも発土板部を
もち、この発土板部の反転方向は前記掘削反転ボードユニットの反転曲面部と同一方向で
、前記掘削反転ボードユニットに対する高さ方向の位置は、その最下端部が前記掘削曲面
部の範囲内に位置している構成としたことを特徴とするものであるから、これにより、疲
弊気味の心土を圃場表面に耕起して再生するとともに、作土層を耕起反転して圃場表面に
散在する夾雑物を埋没させることで、有機物の循環利用を図ることができる。とくに、透
水、排水性の劣化した圃場にあっては掘削反転ユニットにより形成される溝により余剰水
分の排水を促すことができる。
【００４４】
また、前記掘削反転ボードユニットは作業表面側に掘削反転板をもち、その裏面に金属製
のブラケット板をもち、このブラケット板がビームに対して取付けられた構成であること
を特徴とするものであるから、掘削作業中の負荷に十分耐えることができ、心土の掘起こ
しと、反転を確実に行い得て、その上圃場の心土再生とともに透水、排水性の向上に寄与
することができる。
【００４５】
また、前記掘削反転ボードユニットの掘削反転板は耐摩耗性があり、土の付着が少ないプ
ラスチック板あるいは、スチール板で形成した構成であるから、土の付着を防止でき、作
業負荷の軽減をはかることができる。
【００４６】
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また、前記掘削反転ボードユニットの掘削反転板はチゼル表面に連続した平面を含む曲面
で掘削曲面部を形成した構成であるから掘削作業における土の移動が円滑に行えて作業中
の負荷を軽減することができる。
【００４７】
また、前記掘削反転ボードユニットは前記掘削反転板が土の付着の少ない金属板で形成さ
れている構成であることを特徴とするものであるから、ブラケット板の省略を図ることが
でき土壌環境に合わせた作業機を提供することができる。
【００４８】
また、前記掘削反転ボードユニットは土の反転側の側面位置にボトムユニットを取付けて
構成したことを特徴とするものであるから、掘削された土をさらに反転させて心土を再生
を促進することができ、さらには、掘削された心土の圃場表面に広く拡散させることがで
きる。
【００４９】
また、前記掘削反転ボードユニットの掘削反転板の掘削曲面に連続して発土板の発土曲面
を形成したかられき土の反転が円滑に行うことができ掘削反転作業を確実に行うことがで
きる。
【００５０】
また、前記ボトムユニットは発土板の下端縁に沿ってシェヤを取付けて構成したことを特
徴とするものであるから、ボトムユニットのより深い位置の掘削能力の向上とともに、未
耕地の掘削反転を可能にすることができる。
【００５１】
また、前記ボトムユニットは前記掘削反転ボードユニットのビームに沿って上下方向に移
動して固定させることができるように構成したことを特徴とするものであるから、未耕地
の掘削反転に対する掘削反転深さを圃場の環境に合わせて選択することができ、土壌との
関係において圃場環境の整備に寄与することができる。
【００５２】
また、前記掘削反転ボードユニットは土の反転側の側面位置に排土板ユニット備え、この
排土板ユニットはビームに対して取付けて構成したことを特徴とするものであるから、掘
削された心土などの圃場表面における拡散に便利である。
【００５３】
また、排土板ユニットは前記掘削反転ボードユニットのビームに沿って上下方向に移動し
て固定させることができるように構成したことを特徴とするものであるから、作土の深さ
に合わせた掘削土の拡散量を選択することができ圃場における作土環境の整備に貢献する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のサブソイリングディガープラウ作業機の実施形態を示す正面図である
。
【図２】　同じく、サブソイリングディガープラウ作業機の実施形態を示す側面図である
。
【図３】　同じく、サブソイリングディガープラウ作業機における掘削反転ボードユニッ
トの正面図である。
【図４】　図３に示す掘削反転ボードユニットを用いた作業軌跡を示す説明断面図である
。
【図５】　同じく、サブソイリングディガープラウ作業機における掘削反転ボードユニッ
トの他の実施態様を示す正面図である。
【図６】　図５に示す掘削反転ボードユニットを用いた作業軌跡を示す説明断面図である
。
【図７】　ボトムユニットのベッドを示す説明平面図である。
【図８】　同じく、本発明のサブソイリングディガープラウ作業機のビームに対するボト
ムユニットの取付け高さを選択する場合を示す説明側面図である。
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【図９】　同じく、本発明のサブソイリングディガープラウ作業機のビームに対して取り
付けたボトムユニットの発土板の反転面と掘削反転ボードユニットの反転曲面とを連続す
るように取り付けた例を示す斜面図である。
【図１０】　同じく、本発明のサブソイリングディガープラウ作業機のビームにボトムユ
ニットを取り付けた状態の平面図である。
【図１１】　負荷に耐えるボトムユニットの一例の斜視図である。
【図１２】　掘削反転ユニットとボトムユニットが一体的に形成された例と、併せて作業
軌跡を示す正面図である。
【図１３】　掘削反転ユニットとボトムユニットが一体的に形成された他の例を示す正面
図である。
【図１４】　掘削反転ユニットとボトムユニットが一体的に形成されたさらに他の例を示
す正面図である。
【図１５】　掘削反転ユニットとボトムユニットにおける土の移動軌跡を説明する平面図
である。
【図１６】　本発明のサブソイリングディガープラウ作業機のビームに取り付ける排土板
ユニットの分解斜視図である。
【図１７】　本発明のサブソイリングディガープラウ作業機のビームに取り付ける排土板
ユニットの姿勢を説明する斜視図である。
【図１８】　同じく、本発明のサブソイリングディガープラウ作業機のビームに排土板ユ
ニットの側面図である。
【符号の説明】
１００　作業機
１０　　作業機フレーム
１１　　センターマスト
１２　　ロアアーム
１３　　ヒッチ座
１３Ａ　ボルト
１３Ｂ　先端部
１３Ｘ　ボルト孔
１３Ｙ　ボルト孔
１５　　取付け座アーム
１５Ａ　取付け座
１６　　フランジ
１７　　ボルト
２０　　掘削反転」ボードユニット
２１　　ビーム
２１Ｕ　上端部
２１Ｃ　中間部
２１Ｓ　下端部
２２　　チゼル
２２Ａ　ベッド
２３　　ブラケット板
２３Ａ　取付け板片
２５　　掘削反転爪
２５Ｓ　下端部
２５Ｃ　中間部
２５Ｕ　上端部
２５Ｘ　反転曲面部
２５Ｋ　掘削曲面部
３０　　ボトムユニット
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３１　　シェヤ
３２　　発土板
３３　　ベッド
３３Ａ　前部ベッド部
３３Ｂ　側面ベッド部
４０　　排土板ユニット
４１　　排土基板
４１Ａ　前面
４２　　掘削縁
４３　　ブラケット
４３Ａ　取り付ける部分
４３Ｂ　フランジ部
４３Ｘ　ボルト孔

【図１】 【図２】
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